
介護認定審査事務の所要日数についての取り組み 

 
申請から認定までの期間 

要介護認定は申請から認定まで３０日以内に行うこととされています。ただし、特別な

理由がある場合は、市町が認定までの見込み期間と理由を通知し延期することができます。 

 
市町で行う 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

市町で行う 

  

 

 

  

 

判定結果を各市町へ通知 

 

 

  

市町で行う 

 

 

過去４月の統計 

       年月 

種別  
R3.2審査 R3.3審査 R3.4審査 R3.5審査 

審 査 件 数 ２６９件 ３０４件 ２７３件 ２９２件 

審査依頼から審査まで １４日 １３日 １３日 １６日 

 

 

 

 

審査依頼から審査までの事務が２週間程度となるよう取り組

んでいます。 

① 各市町から依頼のあった審査資料の確認 

② 審査する日を調整 

③ 審査委員へ資料を審査前（５日前までに到達するよう）に発送し、

熟読してもらう 

④ 審査会の開催（医療、保健、福祉の学識経験者による判定） 

 

要支援・要介護認定の申請 

Sa-bisu 

認定調査 主治医意見書 

介 護 認 定 審 査 

認 定 

Sa-bisu 

三

十

日

以

内 

秩父広域市町村圏

組合の事務 


